
Outcome

（厚労省提出指標・B）厚労省共通

指標 

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子
A)報告のあった入院患者の転倒・転落件数 
B)入院中の患者に発生したインシデント・アクシデ
ント影響度分類レベル 3b以上の転倒・転落件数 

・足の裏以外が地面に着いた時を転倒とする 
・レベル 5：死亡 
レベル 4：永続的（4a軽度～中等度、4b中等度～高度） 
レベル 3：一過性（3a中等度、3b高度-濃厚な処置や治療を要した） 

分母 入院患者延数（24 時在院患者＋退院患者数の合計）

収集
期間 １ヶ月毎  

調整
方法 ‰（パーミル、千分率）表示  

転倒転落発生率 

2020年より定義変更あり
Ａ）入院患者の転倒・転落発生率      
Ｂ）入院患者での転倒転落によるインシデント・アクシデント影響度
分類レベル3b以上 ６

・転倒転落が発生している患者の定期内服薬を調査し、転倒転落と薬剤との関連性を調査した。わずかではあるが
利尿剤を使用している患者に特異性が見られた。転倒転落アセスメントに利尿剤等の使用について項目を追加す
るかどうか提起する。調査期間が1ヶ月分のためもう少し調査期間を増やしてから提起する。（城北病院） 

・指標については医療安全管理会議および医療安全推進委員会での報告に活用している。転倒転落を減らすべく学
習会を計画したり、センサー類の配置数の見直しなどを行っている。転倒転落件数は多いものの骨折（3b）事例
は例年同様なので、対策が一定数有効に機能しているのか判断に迷っている。（京都民医連あすかい病院） 

・「民医連独自指標」の評価で、長きに渡って重度の転倒転落が非常に多い病院と評価されてきた。2020年V5改定で、
「厚労省共通指標」に評価が統合されたことで、B項目が標準レベルあることが分かった。よってA項目の評価も
改善された。現在は、毎月の「患者動向報告」の中で最新状況を報告している。「多い少ない或いはどの程度相対
的にも多いのか」がようやく感覚的に共有出来るようになってきた。（本間病院） 

・治療を要する転倒転落件数は、低値となっているが、データを具体的な活用へつなげられていない。院内の転倒
転落予防グループと共有し、対策へ活用できるデータとしていく。（甲府共立病院） 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

考察 

・転倒・転落を予防し、外傷を軽減するための指標。特に、治療が必要な患者を把握していく。転倒・転落を予防し、
発生時の損傷を軽減する。 

Ａ）最小値＝1.23 25％値＝3.42 中央値＝4.20 75％値＝5.87 最大値＝9.19 
Ｂ）最小値＝0.00 25％値＝0.04 中央値＝0.08 75％値＝0.15 最大値＝0.29     回答病院 63 

改善・運用事例など 

2021年と比べると、A項目は、全体に低くなっていて、
報告件数が減っていると考えられる。 
B項目は突出した値が無くなった事で全体的に下が
って見えるが、63病院の内34病院（約54％）で前年よ
り上がっていて、3ｂ以上の危険な転倒転落が増えて
いると言える。 
転倒転落をいかに防ぐか＝いかに低レベルに抑える
事ができるかがこの指標の意義でもある。転倒転落
を「起こりうる事」として、その要因を取り除くこと
が基本的な課題である。病院の患者数や患者層の違
いもあるが、いかに報告する文化を作る事が出来る
か、報告のリスク評価を正しく行い、対策を講じた後
に、その対策をいかにスタッフに浸透させる事が出
来るか、有害事象や重大事象を生まない文化を育て
る事ができるかが課題となる。環境整備で転倒転落
が減るのであれば、工夫する価値があると考える。

指標 6B(厚) 入院患者での転倒転落によるインシデ
ント影響度分類レベル 3b以上の発生率


















